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１．運営方針 

 

運営の基本方針 

 

図書館は、地域住民へ読書環境を提供するだけでなく、人類がこれまで蓄積してきた歴史・

文化・科学技術などの知的財産を保存し、未来に伝えていく使命があります。 

さらに、様々な資料を大量に保有する図書館は住民とその情報を結びつける地域の情報

拠点として、文化の普及や住民の生涯学習の支援など社会的な役割も担っており、近年は急

速に進展する情報化社会の中、新たな利用者ニーズに応える機能の充実も求められていま

す。 

このような状況の中、杵築市立図書館は利用者である市民があらゆる種類の知識と情報を

たやすく入手することのできる「地域の情報センター」としての役割を担うことを運営の基本とし、

利用しやすく親しみのもてる図書館運営を行います。 

 

 

2020年度は、次の 4点を具体的な基本方針とします。 

 

１． 職員研修及び業務の不断の見直しを行い、利用者サービスの向上に努めます。 

 

２． 各小中学校の状況を把握するとともに、学校との連携を密にしていきます。 

 

３． 関係機関と連携し、郷土資料や行政資料の収集に努めます。 

 

４． 市民とのコミュニケーションを大切にし、図書館に対する理解と協力を深めます。 
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２．図書館のあゆみ 

 

明治 44年（1911年） 

7月 15日 大分県立杵築中学校内に、旧杵築藩主などの有志からの貸与・寄贈本 

3,000冊を蔵書とする「梅園文庫」が開設                                                                 

明治 45年（1912年） 

4月  仲町 299番地に移転 

昭和 30年（1955年） 

4月 旧杵築 4 町村の合併により杵築市誕生。梅園文庫は、仲町の旧杵築町役

場庁舎内に「公民館図書」として引き継がれる 

昭和 52年（1977年） 

4月  旧杵築藩主御殿跡（杵築市大字杵築 1-1）で杵築市立図書館建設着工 

昭和 53年（1978年） 

5月 16日 旧杵築市立図書館兼民俗資料館が開館。蔵書数 19,371冊 

10月  河合タル氏より図書寄贈を受け、「河合文庫」を開設 

昭和 54年（1979年） 

4月  親子読書講座、お母さん読書講座、古典文学教室開講 

6月  おはなしくらぶ開設 

昭和 55年（1980年） 

9月  杵築市読書グループ連絡協議会設立（5団体 60名） 

昭和 58年（1983年） 

1月 植木文蔵氏（元杵築市長）より図書、視聴覚機器などの寄贈を受け、「植木

文蔵文庫」を開設 

平成 2年（1990年） 

6月 国宝重要文化財等保存整備事業により、「杵築藩関係古文書調査事業」 

を実施 

平成 5年（1993年） 

10月  読書週間事業の一環として、「本の交換市」「小学生図書館見学会」を実施                 

平成 6年（1994年） 

4月  安倍重信氏より図書の寄贈を受け、「安倍文庫」を開設 

平成 12年（2000年） 

4月  県立図書館より書籍の借り受けを行う団体文庫の活用開始 

9月  図書 29,248冊にバーコード貼付 

平成 17年（2005年） 

10月  杵築市、山香町、大田村の 3市町村が合併し新杵築市誕生 
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平成 18年（2006年） 

5月  山香小学校内に「山香図書室」を開室 

10月  図書館システム導入（電算化） 

12月  大田山村開発センター内に「大田図書室」開室 

平成 19年（2007年） 

4月  子ども読書週間事業の一環として「としょかんであそぼう」を実施 

平成 20年（2008年） 

12月  杵築市立図書館の閉館時間を 17時から 18時に変更 

平成 22年（2010年） 

4月 山香図書室が市役所山香庁舎に、大田図書室が市役所大田庁舎にそれ

ぞれ移転 

6月 「杵築市立図書館整備基本計画検討委員会」設置（委員 8名、10回開催） 

平成 23年（2011年） 

2月 杵築市立図書館整備基本計画検討委員会より、教育長に対して「杵築市

立図書館整備基本計画に関する提言書」を提出                          

6月  図書館ホームページ「アイデアストア」開設 

7月  杵築市立図書館開館 100周年 

10月  読書週間事業「本の交換市」改め「ブックリサイクルフェアー」開催 

第 1回図書館協議会開催 

平成 24年（2012年） 

6月  第 2回図書館協議会開催 

8月  「新杵築市立図書館建設基本計画策定委員会」設置 

平成 25年（2013年） 

1月  渡邉幹雄氏講演会「図書館で町が変わる」 

3月  「新杵築市立図書館建設基本計画」を教育長・教育委員長へ提出 

4月  「図書館建設推進室」設置 

5月  「新杵築市立図書館建設基本計画」を市長・副市長へ提出 

7月  図書館利用者カード様式変更 

平成 26年（2014年） 

3月  大田図書室改装  

6月  配本車運行開始 

11月  「杵築市図書館建設検討委員会」設置 

12月  「杵築市図書館設計業者選定委員会」設置、設計プロポーザルを公募 

平成 27年（2015年） 

3月  プロポーザルの最優秀者に（株）梓設計九州支社を選定 
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平成 28年（2016年） 

3月  実施設計完成 

9月  建築工事契約締結 

10月  電気設備工事、機械設備工事契約 

11月  新杵築市立図書館起工式 

平成 29年（2017年） 

10月  新図書館開館準備のため休館（翌年 3月 23日まで） 

12月  新図書館竣工 

杵築市立図書館及び杵築市立民俗資料館条例を改正 

杵築市立図書館の所在地を「杵築市大字南杵築 268番地 1」に変更 

平成 30年（2018年） 

1月  旧図書館から蔵書 5万冊を移動 

3月 24日 新杵築市立図書館開館 

9月 15日 新杵築市立図書館来館者 5万人 

11月  医療介護連携課との連携企画開始（2年間継続） 

平成 31年（2019年） 

 3月 24日 新杵築市立図書館開館 1周年行事 

令和元年（2019年） 

 5月 25日 新杵築市立図書館来館者 10万人 

令和 2年（2020年） 

 3月 2日    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館（5月 13日まで） 
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３．施設の概要（2020年 3月 31日現在） 

 

 【杵築市立図書館（本館）】 

 所 在 地 杵築市大字杵築 268番地 1 

 敷 地 面 積 3603.28㎡ 

 建 物 鉄筋コンクリート造（屋根鉄骨造）2階建 

   延床面積 2091.15㎡（1階 1760.56㎡、2階 330.59㎡） 

 蔵 書 数 所蔵資料：113,027冊（うち開架：83,054冊、視聴覚資料：942点、 

古文書：4,327点、閉架等：24,704点、） 

   雑誌：62種 新聞 9種 

 

 【山香図書室】 

 所 在 地 杵築市山香町大字野原 1010番地 2（山香庁舎内） 

 敷 地 面 積 360㎡ 

 蔵 書 数 12,213冊 

 

 【大田図書室】 

 所 在 地 杵築市大田石丸 445番地（大田庁舎内） 

 敷 地 面 積 77㎡ 

 蔵 書 数 4,151冊 
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４．利用案内 

 

◆開館時間・休館日 

 【杵築市立図書館（本館）】 

 開館時間：（平日）10時～18時、（土日）9時～17時 

休 館 日：毎週火曜日、祝日（但し、5 月 3 日～5 日と 11 月の祝日は開館）、年末

年始（12月 29日～1月 3日）、蔵書点検期間 

【山香図書室】 

開館時間：9時～17時 

休 館 日：毎週火曜日、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日）、蔵書点検期間 

【大田図書室】 

開館時間：9時～17時 

休 館 日：毎週火・土・日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）、蔵書点

検期間 

 

◆貸出冊数・期間  図書：10冊、14日以内 

   雑誌：2冊、7日以内 

   視聴覚資料：3点、7日以内 

   古文書：閲覧のみ（貸出不可。1週間前までに要申請） 

 

◆団体貸出  市内の教育機関・施設・法人等：200冊、2 ヶ月以内 

   市内の市民団体：50冊、1 ヶ月以内 

   ※新着本は不可 

 

◆複写サービス 図書館の所蔵資料に限り、著作権法の範囲内で複写サービスを

行う（1枚 10円）。 但し、古文書は原則不許可とする 

 

◆調査・相談 利用者の疑問解決や調査研究の手助けを行う（図書館ホームペ

ージからメールでの問い合わせも可） 

 

◆メールレファレンスサービス 

利用者がホームページ「アイデアストア」から悩みや相談をメール

で図書館に持ちかけると、司書が蔵書の中から解決に導いてくれ

るような本を紹介する 
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５．2019年度図書館統計 

来館者数 貸出冊数 利用者数 新規登録者数

杵築（本館） 5,765 10,099 2,447 84

山香図書室 248 349 102 3

大田図書室 - 17 5 -

月計 6,013 10,465 2,554 87

杵築（本館） 5,543 9,412 2,351 169

山香図書室 240 329 105 3

大田図書室 - 28 10 -

月計 5,783 9,769 2,466 172

杵築（本館） 6,580 11,013 2,705 80

山香図書室 305 367 109 2

大田図書室 - 32 8 -

月計 6,885 11,412 2,822 82

杵築（本館） 7,138 11,668 2,909 75

山香図書室 286 383 118 2

大田図書室 - 20 8 -

月計 7,424 12,071 3,035 77

杵築（本館） 8,902 11,826 2,952 103

山香図書室 341 269 85 4

大田図書室 - 21 7 -

月計 9,243 12,116 3,044 107

杵築（本館） 5,465 8,981 2,315 65

山香図書室 258 258 77 0

大田図書室 - 15 5 -

月計 5,723 9,254 2,397 65

杵築（本館） 5,494 8,918 2,272 49

山香図書室 276 271 81 2

大田図書室 - 19 5 -

月計 5,770 9,208 2,358 51

杵築（本館） 6,100 9,702 2,385 57

山香図書室 350 259 90 2

大田図書室 - 9 4 -

月計 6,450 9,970 2,479 59

杵築（本館） 6,258 9,486 2,299 42

山香図書室 295 291 102 0

大田図書室 - 24 9 -

月計 6,553 9,801 2,410 42

10月

11月

12月

4月

5月

6月

7月

8月

9月
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来館者数 貸出冊数 利用者数 新規登録者数

杵築（本館） 5,537 9,412 2,271 44

山香図書室 272 327 91 1

大田図書室 - 20 6 -

月計 5,809 9,759 2,368 45

杵築（本館） 5,700 10,132 2,441 41

山香図書室 289 355 95 1

大田図書室 - 32 8 -

月計 5,989 10,519 2,544 42

杵築（本館） 428 1,417 278 6

山香図書室 6 20 3 0

大田図書室 - 0 0 -

月計 434 1,437 281 6

杵築（本館） 68,910 112,066 27,625 815

山香図書室 3,166 3,478 1,058 20

大田図書室 - 237 75 -

計 72,076 115,781 28,758 835

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年3月2日から2020年5月13日まで臨時休館

2018年度 2019年度

杵築（本館） 85,637 68,910

山香図書室 3,206 3,166

大田図書室 - -

全館 88,843 72,076

杵築（本館） 140,265 112,066

山香図書室 4,131 3,478

大田図書室 327 237

全館 144,723 115,781

杵築（本館） 34,651 27,625

山香図書室 1,253 1,058

大田図書室 108 75

全館 36,012 28,758

年度計（再掲）

来館者数

貸出冊数

利用者数

※大田図書室は来館者統計なし

1月

2月

3月

年度計
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（相互貸借） 

館名 貸出 借受

大分県立図書館 17冊 497冊

大分市民図書館 22冊 70冊

宇佐市民図書館 22冊 22冊

臼杵市立図書館 15冊 1冊

くにさき図書館 4冊 13冊

武蔵図書館 7冊 11冊

安岐図書館 5冊 14冊

国見図書館 6冊 3冊

佐伯市立図書館 25冊 9冊

竹田市立図書館 22冊 23冊

津久見市民図書館 2冊 8冊

中津市立小幡記念図書館 22冊 60冊

日出町立図書館 25冊 10冊

日田市立淡窓図書館 35冊 5冊

豊後大野市中央図書館 7冊 1冊

豊後高田市立図書館 6冊 22冊

別府市立図書館 23冊 24冊

由布市立図書館 13冊 12冊

わらべの館 6冊 2冊

九重町図書館 0冊 6冊

県外等 3冊 4冊

合計 287冊 817冊
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６．2019年度サービスの指標 

 

 【全館】

貸出冊数 112,888

人口 28,687

登録者数 12,522

人口 28,687

貸出冊数 112,888

登録者数 12,522

貸出冊数 112,888

蔵書数 129,391

蔵書数 129,391

人口 28,687

図書購入費 6,300,000

人口 28,687

(再 掲）

 【全館】 2018年度

市民１人当たりの貸出冊数 4.86冊

登録率 40.06%

登録者1人当たりの貸出冊数 12.12冊

蔵書回転率 1.11回

市民1人当たりの蔵書数 4.38冊

市民1人当たりの図書購入費 215.45円

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年3月2日から2020年5月13日まで臨時休館

※貸出冊数は、個人貸出のみのため、p.11の数値とは一致しない

市民1人当たりの図書購入費 219.61円

=

=

※人口及び図書館統計は、2020年3月末現在

219.61円

3.94冊

市民1人当たりの蔵書数 4.51冊

2019年度

43.65%

9.02冊

0.87回

4.51冊

市民１人当たりの貸出冊数 3.94冊

登録率 43.65%

=

=

登録者1人当たりの貸出冊数 9.02冊

蔵書回転率 0.87回

=

=
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(各館ごと) 

【杵築市立図書館（本館）】

貸出冊数 109,181

人口 21,091

登録者数 10,883

人口 21,091

貸出冊数 109,181

登録者数 10,883

貸出冊数 109,181

蔵書数 113,027

蔵書数 113,027

人口 21,091

【山香図書室】

貸出冊数 3,476

人口 6,415

登録者数 1,551

人口 6,415

貸出冊数 3,476

登録者数 1,551

貸出冊数 3,476

蔵書数 12,213

蔵書数 12,213

人口 6,415

【大田図書室】

貸出冊数 231

人口 1,181

登録者数 88

人口 1,181

貸出冊数 231

登録者数 88

貸出冊数 231

蔵書数 4,151

蔵書数 4,151

人口 1,181
市民1人当たりの蔵書数 3.51冊

登録者1人当たりの貸出冊数 2.63冊

蔵書回転率 0.06回

=

=

=

市民１人当たりの貸出冊数 0.2冊

登録率 7.45%

=

=

蔵書回転率 0.28回

市民1人当たりの蔵書数 1.90冊

=

=

登録率 24.18%

登録者1人当たりの貸出冊数 2.24冊

=

=

市民1人当たりの蔵書数 5.36冊

市民１人当たりの貸出冊数 0.54冊

=

=

登録者1人当たりの貸出冊数 10.03冊

蔵書回転率 0.97回

=

=

市民１人当たりの貸出冊数 5.18冊

登録率 51.60%

=

=
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7．2019年度事業実施状況 

 

①講座・教室の開講 

◆読書講座・お母さん読書研究会 

 日 時：各会場とも月 1回程度 

 場 所：読書講座は市内 5地区で、お母さん読書研究会は杵築市立図書館で開催 

受講生：43名（各会場合計） 

◆古典文学教室 

 日 時：毎月第４日曜 13時 30分～15時 30分 

 場 所：杵築市立図書館 多目的室 

内 容：昔から今日まで語り継がれている古典の名作を学ぶ。昨年度に引き続き「大

鏡」を題材とした。11月 18日（月）には現地研修を臼杵市で行った 

受講生：22名 

 

 

②主な催事 

◆図書館まつり 

 日 時：4月 27日（土） 10時 30分～11時 45分、13時 30分～15時 30分 

 場 所：杵築市立図書館 多目的室 

内 容：（午前）読み聞かせ、手遊び、スチールパン体験、じゃんけん大会 

（午後）DVD上映会 

参加者：子ども 26名、大人 12名（参加者数は午前のみ計測） 

 ◆新館来館者 10万人セレモニー 

期 日：5月 25日（土） 

場 所：杵築市立図書館 エントランス 

内 容：教育長、図書館長より、10万人目の来館者に花束と記念品を贈呈 

 ◆大人のための朗読会 

（第 2回）「怪談」 

期 日：7月 24日（水）19時 30分～20時 30分 

場 所：杵築市立図書館「知識の広場」 

参加者：30名 

（第 3回）「食」 ※読書週間行事の一環として 

期 日：11月 1日（金）18時 30分～19時 30分 

場 所：杵築市立図書館「知識の広場」 

参加者：16名 
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（第 4回）「ぬくもり」 

期 日：2月 22日（土）14時～15時 30分 

場 所：杵築市立図書館「知識の広場」 

参加者：19名 

 ◆読書週間行事 

 ・おはなしマラソン 

日 時：10月 27日（日）10時 30分～11時 45分 

参加者：子ども 15名、大人 10名 

 ・手袋人形ワークショップ 

日 時：10月 27日（日）14時～16時 

講 師：立川敬子氏 

参加者：10名 参加費：200円（材料費として） 

 ・図書館川柳（コンテスト） 

応募期間：10月 7日（月）～11月 9日（土） 

応募総数：38点 ※入賞者には景品あり 

 ・読み活ラリー 

期 間：10月 7日（月）～12月 2日（月） 

参加者：一般 12 名（うち完走者 6名）、児童 15 名（うち完走者 14 名） ※

完走者には景品あり 

 ・推し本 

期 間：10月 7日（月）～12月 2日（月） 

貸出数：94セット（282冊） 

 ・大人のための朗読会（11月 1日（金）） 

 ・雑誌の配布（10月 30日（水）～11月 9日（土）） 

 ◆クリスマス会 

 日 時：12月 21日（土） 10時 30分～12時 

 場 所：杵築市立図書館 多目的室 

内 容：読み聞かせ、紙芝居、サンタとの撮影会など。子供にはプレゼントあり 

参加者：子ども 60名、大人 29名 

 

③医療介護連携課との連携企画 

 ◆企画展示 

  3～4月  ：第 3回「『認知症』を、家族で地域で支える」 

5～6月  ：第 4回「撃退！生活習慣病」 

7～8月  ：第 5回「がん～予防・治療・共生～」 

9～10月 ：第 6回「健康な“こころ”をつくる」 
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11～12月：第 7回「しあわせな生き方～終活を通して～」 

1～2月  ：第 8回「ちょっと実行、ずっと健康～生活習慣を考える～」 

3～4月  ：第 9回「健康な“こころ”をつくる」 ※関連として、大分県立杵築高等学 

校の美術部及び美術選択者による“こころ”に関連したポスターと造形作 

品を展示した 

※いずれも、杵築市立図書館で展示後、順次、山香図書室、大田図書室で巡回展

示を行った（杵築高校による美術展示を除く） 

 

④視察・見学等の受け入れ 

 １）視察・見学 

・2019 年度第 2 回大分県公立図書館等職員研修会（7 月 2 日（火））会場館。参

加者約 70名に施設紹介を行った 

・他県の市議会関係者、図書館部局や図書館関係団体等による視察・見学は、5

件、計約 40名 

・本市の議員視察 1件（6名）、山香区長会の視察 1件（約 20名） 

2）職場体験・社会見学 

・市内の 2中学校より計 8名（×2日）の職場体験 

・市内の 3小学校、1中学校より、計約 170名の社会見学 

 

⑤展示等 

 １）今月の特集 

4月 「スタート」 

5月 「みどり」 

6月 「雨の季節」 

7月 「水辺のいきもの」 

8月 「怪談」 

9月 「世界的なスポーツの祭典」 

10月 「Money～お金について考えよう～」 

11月 「行きてぇのう！」 

12月 「しめくくり」 

1月 「寒さに勝つ！」 

2月 「うちのネコ」 

3月 「春」 

 2）その他の展示 

・「教科書展示会」教育委員会主催。6 月 14 日（金）～6 月 27 日（木）。小学校全

科目の教科書を展示 
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・「七夕飾り」：6月 14日（金）～7月 8日（月）、エントランスに設置。利用者に短冊

に願い事を書いてもらい、最終的に 476枚となった 

・夏休み特別展示「子どもの推し本」「夏休みお助け本“HELP ME”」「戦争と平和」 

・「大分県公共図書館等連絡協議会 図書館利用促進企画」：10 月 5 日（土）～11

月 25日（月）。県内図書館の紹介 

・「クリスマス飾り」：12月 8日（日）～12月 25日（水）。エントランス及び閲覧室内。

飾りつけには中学生・高校生による図書館ボランティア「若き司士」が参加 

・「科学道 100冊」：1月 29日（水）～2月 24日（月）。理化学研究所と編集工学研

究所による全国プロジェクト。（参考）https://kagakudo100.jp/ 

・「ネコの写真展」：1月 29日（水）～2月 24日（月）。「今月の特集」に関連して、市

民提供の写真を展示 

・杵築高校美術部及び美術選択者による作品展示（医療介護連携課との連携企

画）：2月 26日（水）～6月 29日（月） 

 

⑥ボランティア事業 

  4月 14日（日）にボランティア発会式を行い、委嘱状を交付した。 

 １）読み聞かせボランティア 

登録者 6 名。毎月第 3 水曜日（夕方）、第 3 土曜日（午前）に実施。計 21 回開

催、延べ参加者数 58名 

 2）美化（環境整備）ボランティア 

登録者 5名。随時活動 

 3）中学生・高校生図書館ボランティア「若き司士」 

登録者 5 名。読書週間行事「推し本」セットの作成、手袋人形ワークショップへの

参加、クリスマスの飾りつけ、クリスマス会等の運営補助 

 

⑦雑誌スポンサー事業 

15団体、27誌、総額 278,284円の提供 

 

⑧広報活動 

◆市報「広報きつき」 

  毎月「図書館だより」のコーナーに、新着本の紹介、月ごとの特集、図書館からのお

知らせなどを掲載 

◆ウェブサイト（http://www.ideastore-kitsuki.com/） 

  図書館からのお知らせ、毎月の「図書館だより」などを掲載 

◆ケーブルテレビ 

  「杵築ど～んとテレビ」にて、毎月 1 回インフォメーションコーナーでおすすめ本や展

https://kagakudo100.jp/
http://www.ideastore-kitsuki.com/
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示、利用案内などを紹介 

◆各種 SNS 

  図書館の Twitter、Facebook、Instagramにてイベント情報や更新情報を発信 

 

⑨市内学校図書館との連携事業 

市内の小・中学校との連絡会議に変わるものとして、学校司書とのネットワーク構築を目

的として、館長と館長補佐が 2月下旬～3月上旬に各校図書室を訪問した 

 

⑩臨時休館 

◆令和元（2019）年 8月 15日（木）終日…台風接近による臨時休館 

◆令和 2（2020）年 3月 2日（月）～5月 13日（水）…新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のため臨時休館 
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８．2020年度事業計画 

 

（1）講座・教室（通年） 

◆読書講座  講師：平田はつみ先生 

さまざまな本について仲間と語り、感動を分かち合い、生きることについて学ぶ。杵築・東・

八坂・溝井・豊洋の 5地区で、各地区毎月 1回程度開催 

◆お母さん読書研究会 講師：平田はつみ先生 

小学校高学年から大人までが読んで楽しめる童話を書くための文章作法や表現方法を学

ぶ、母親を対象にした会。毎月 1回、杵築市立図書館にて開催 

◆古典文学教室 講師：田邉勲先生（元別府溝部学園短期大学・教授） 

今日まで語り継がれている古典の名著を学ぶ。毎月第4日曜日に杵築市立図書館にて開

催 

 

（2）ボランティア事業（通年） 

◆読み聞かせボランティア 

図書館を訪れた子どもに１対１での読み聞かせを体験してもらい、保護者の方がご自宅で

読み聞かせをするきっかけ作りを行う。要事前研修。毎月第 3水曜日と第 3土曜日に開催 

◆美化（環境整備）ボランティア 

利用者に、図書館を気持ちよく利用してもらうため、不定期に館内外の美化活動を行う 

◆若き司士（中学生・高校生） 

図書館を盛り上げるイベントの計画や若い世代が図書館に来てくれるような作戦を一緒に

考える。保護者の同意が必要 

 

（3）その他  

◆図書館協議会（年 2回開催） 

◆中学生職場体験・小学生社会見学の受け入れ（随時） 

◆医療介護連携課との連携企画（継続） 

◆ブックスタート事業（健康長寿あんしん課と連携。移転のため休止していた事業の再開） 

◆蔵書点検（9月 14日（月）～9月 18日（金）） 

◆イベント等 

     4月下旬      図書館まつり ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため休催 

 10月～11月 読書週間関連行事 

 12月  クリスマスイベント 

 年 4回程度 大人のための朗読会 
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９． 杵築市立図書館及び杵築市立民俗資料館条例 

 

平成 17年 10月１日 

条例第 198号 

（設置） 

第１条 杵築市民が学び、交流する場を提供し、もって杵築市の教育と文化の発展に寄与す

るため、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 10 条の規定に基づき、杵築市立図書

館（以下「図書館」という。）を設置し、併せて民俗資料の保存管理を図るため、杵築市立

民俗資料館（以下「民俗資料館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 図書館及び民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

杵築市立図書館 杵築市大字南杵築 268番地 1 

杵築市立民俗資料館 杵築市大字杵築 1番地 1 

杵築市山香図書室 杵築市山香町大字野原 1010番地 2 

杵築市大田図書室 杵築市大田石丸 445番地 

（事業） 

第３条 図書館及び民俗資料館は、第１条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 図書館 

ア 郷土資料、地方行政資料、美術品の収集並びに図書、記録及び視聴覚教育の資料

その他必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供する

こと。 

イ 図書館資料の分類、配列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

ウ 図書館資料の館内及び館外貸出しをすること。 

エ 配本所等を設置し、自動車文庫及び貸出文庫の巡回を行うこと。 

オ 読書会、研究会、映写会、講演会、資料展示会等を主催し、及びその開催を援助す

ること。 

カ 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。 

（２） 民俗資料館 

ア 民俗資料を収集し、保存し、及び展示すること。 

イ 民俗資料に関する調査、研究及び保管、展示等の技術的研究を行うこと。 

ウ 学校、図書館、公民館等の教育施設と協力し、その活動を援助すること。 

（管理） 

第４条 図書館及び民俗資料館は、杵築市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理

する。 

（職員） 
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第５条 図書館及び民俗資料館に館長その他必要な職員を置く。 

（図書館協議会） 

第６条 図書館法第14条の規定により、図書館に杵築市立図書館協議会（以下「図書館協議

会」という。）を置く。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館が行う

活動について、館長に意見を述べることができるものとする。 

３ 図書館協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから、教育委員会

が任命する。 

（１） 学校教育及び社会教育の関係者 

（２） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（３） 学識経験のある者 

４ 委員は 10人以内とする。 

５ 委員の任期は、任命された日から同日の属する年の翌々年の 3 月 31 日までとする。

ただし、再任を妨げない。 

６ 補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（休館日） 

第７条 図書館及び民俗資料館の休館日は、別表第１のとおりとする。ただし、教育委員会が

必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

（利用時間） 

第８条 図書館及び民俗資料館の利用時間は、別表第２のとおりとする。ただし、教育委員会

が必要と認める場合は、これを延長し、又は短縮することができる。 

（利用許可） 

第９条 杵築市立図書館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受け

なければならない。 

２ 教育委員会は、前項の許可に図書館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更す

ることができる。 

（入館又は利用の制限） 

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館及び民俗資料館

への入館又は利用を禁止し、又は退場させることができる。 

（１） 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者 

（２） 銃器、火薬類等他人に危害を及ぼすおそれのある物品を携行する者 

（３） 指定場所以外で火気を使用する者 

（４） 係員の指示に従わない者 

（５） その他図書館及び民俗資料館の管理に支障を及ぼす行為をする者 

（入館料等） 

第 11 条 図書館の入館料その他図書館資料の利用については、図書館法第 17 条の規定
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により無料とし、民俗資料館の入館料についても無料とする。 

２ 第９条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表第３に定める使用料

を納めなければならない。 

（使用料の減免） 

第 12 条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（１） 市が主催又は共催する行事のため使用するとき。 

（２） 児童及び生徒が学習活動の一環として使用するとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、公益上その他の理由により使用料を徴収することが、

不適当と認められるとき。 

（使用料の不還付） 

第 13 条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、

この限りでない。 

（目的外利用及び権利譲渡の禁止） 

第 14 条 利用者は、杵築市立図書館の施設を第９条第１項の許可を受けた目的以外の目的

に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（原状回復義務） 

第 15 条 利用者は、図書館及び民俗資料館の建物、設備又は展示品、資料を損傷し、又は

滅失したときは、原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第 16 条 利用者は、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基

づきその損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第 17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 17年 10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の杵築市立図書館及び杵築市立民俗資料館

の設置及び管理に関する条例（昭和 53 年杵築市条例第６号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行

為とみなす。 

 

附 則（平成 19年 3月 15日条例第 13号） 

この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
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附 則（平成 21年 3月 19日条例第 13号） 

この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 21年 12月 21日条例第 48号） 

この条例は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 22年 12月 20日条例第 35号） 

この条例は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 24年 3月 19日条例第 14号） 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に、この条例による改正前の杵築市立図書館及び杵築市立民俗

資料館条例第 6 条の規定により委嘱されている杵築市立図書館協議会の委員である者は、

その任期が終了するまでの間は、改正後の杵築市立図書館及び杵築市立民俗資料館条

例第６条の規定により任命された杵築市立図書館協議会の委員とみなす。 

附 則（平成 27年 7月 6日条例第 28号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この条例の施行の際、現に委員である者の任期は、改正後の第 6条第 5項の規定にかか

わらず、平成 28年 3月 31日までとする。 

 

附 則（平成 29年 12月 28日条例第 39号） 

この条例は、平成 30年 3月 24日から施行する。 

   附 則（令和元年 6月 28日条例第 40号） 

この条例は、令和元年 10月 1日から施行する。 
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別表第１（第７条関係） 

名称 休館日 

杵築市立図書館 （１） 毎週火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23

年法律第 178 号）に規定する休日である場合は、直後の国

民の祝日に関する法律に規定する休日でない日） 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する休日（ただし、憲法記

念日、みどりの日、こどもの日、文化の日及び勤労感謝の日

を除く。） 

（３） 年末年始（12月 29日から翌年の 1月 3日まで） 

杵築市立民俗資料館 （１） 毎週火曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定す

る休日である場合は、直後の国民の祝日に関する法律に規

定する休日でない日） 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３） 年末年始（12月 29日から翌年の 1月 3日まで） 

杵築市山香図書室 （１） 毎週火曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定す

る休日である場合は、直後の国民の祝日に関する法律に

規定する休日でない日） 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３） 年末年始（12月 29日から翌年の 1月 3日まで） 

杵築市大田図書室 （１） 毎週火曜日、土曜日及び日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３） 年末年始（12月 29日から翌年の 1月 3日まで） 

 

別表第２（第８条関係） 

名称 利用時間 

杵築市立図書館 午前 10 時から午後 6 時まで（ただし、土曜日、日曜日、憲法記

念日、みどりの日、こどもの日、文化の日及び勤労感謝の日は、

午前 9時から午後 5時まで） 

杵築市立民俗資料館 

午前 9時から午後 5時まで 杵築市山香図書室 

杵築市大田図書室 
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別表第３（第 11条関係） 

名称 区分 金額 備考 

杵築市立図書館 多目的室 １時間につき 

330円 

１ １時間未満の使用時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房の使用は１時間につき 330 円を

使用料に加算する。 

３  利用者が他市町村の住民等の場合

は、使用料の 100％を加算する。 

会議室 1 １時間につき 

110円 

１ １時間未満の使用時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房の使用は１時間につき 110 円を

使用料に加算する。 

３  利用者が他市町村の住民等の場合

は、使用料の 100％を加算する。 

会議室 2 １時間につき 

220円 

１ １時間未満の使用時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房の使用は１時間につき 220 円を

使用料に加算する。 

３  利用者が他市町村の住民等の場合

は、使用料の 100％を加算する。 
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